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中労委、昭58不再64、昭59.10.17 

 

命 令 書 

 

 再審査申立人 大成化工株式会社 

 再審査申立人 大成特殊チューブ株式会社 

 再審査申立人 大成特殊硝子株式会社 

 

 再審査被申立人 全国一般労働組合大阪府本部 

   執行委員長 Ｘ 

 

主  文 

 本件再審査申立てを棄却する。 

 

理  由 

第１ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 再審査申立人大成化工株式会社（以下「大成化工」という。）は、肩書地に本社を、茨

木市に工場を置いて、医薬品、化粧品用の容器の製造販売を業とする会社であり、その

従業員は本件初審審問終結時約230名である。 

⑵ 再審査申立人大成特殊チューブ株式会社（以下「大成特殊チューブ」という。）は、肩

書地に本社を、茨木市に工場を置いて医薬品用のアルミチューブ容器の製造を業とする

会社であり、その従業員は本件初審審問終結時約60名である。 

⑶ 再審査申立人大成特殊硝子株式会社（以下「大成特殊硝子」という。）は、肩書地に本

社及び工場を置き、医薬品用のガラス容器の製造を業とする会社であり、その従業員は

本件初審審問終結時約30名である。 

⑷ 大成化工、大成特殊チューブ及び大成特殊硝子の役員は、次表のとおりである。 

会社名 

役職名 
大成化工 大成特殊チューブ 大成特殊硝子 

代表取締役 Ｂ１ Ｂ２ Ｂ１ 

取締役 

Ｂ３ 

Ｂ４ 

Ｂ６ 

Ｂ７ 

 

 

Ｂ１ 

Ｂ５ 

Ｂ３ 

Ｂ４ 

Ｂ６ 

Ｂ７ 

Ｂ４ 

Ｂ６ 

Ｂ７ 

 

 

 

監査査役 Ｂ８ Ｂ９ Ｂ９ 

  なお、大成化工、大成特殊チューブ及び大成特殊硝子の３社を総称するときは、以下

「大成化工ら３社」という。 

⑸ 再審査被申立人全国一般労働組合大阪府本部（以下「組合」という。）は、大阪府下の
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中小企業の労働者で組織され、その組合員は本件初審審問終結時約5,100名である。 

  なお、組合の下部組織である大成分会は、大成化工ら３社の多数の従業員により57年

５月に結成されたが、その後、急激に分会員数が減少している。 

２ 団体交渉拒否に至る経緯 

⑴ 昭和58年５月30日組合は大成化工及び大成特殊硝子の代表取締役であるＢ１に対して、

大成化工ら３社あての「労働組合結成公然化通告、並びに要求提出及びそれに関する団

体交渉申入れについて」と題する文書（以下「５月30日付け要求書」という。）を提示し、

５月30日付け要求書記載事項についての団体交渉を申し入れた。 

  なお、５月30日付け要求書には賃金、労働条件の改善等26項目の要求事項が記載され

ていた。 

⑵ ６月３日大成化工ら３社の取締役であり、かつ大成化工の総務部長であるＢ６（以下

「Ｂ６総務部長」という。）は、組合の副執行委員長Ａ１（以下「Ａ１副委員長」という。）

に対し「５月30日付け要求書記載事項についての団体交渉を６月７日午後６時から午後

９時まで、茨木市民会館（以下「会館」という。）で、交渉員は双方５名にすることにし

て行いたい」と電話で連絡した。Ａ１副委員長はその際、Ｂ６総務部長に対し「組合と

協議することなく、団体交渉の時間、場所、出席者等について、一方的に制限を加える

ことは不当労働行為だ」と抗議した。 

⑶ 同月７日午後６時から、会館４階の会議室で団体交渉が始められた。団体交渉には大

成化工の営業部長Ｂ４（以下「Ｂ４営業部長」という。）及びＢ６総務部長、大成特殊チ

ューブの製造部長Ｂ10、大成特殊硝子の製造部長Ｂ７らが出席した。組合からはＡ１副

委員長及び組合の書記長Ａ２（以下「Ａ２書記長」という。）ら５人が交渉員として出席

した。団体交渉の席上、組合は「団体交渉の時間、場所、出席者等について大成化工ら

３社が、組合と協議することなく一方的に制限を加えたことは不当労働行為だ」、「大成

化工ら３社は分会員に組合からの脱退を強要しているが、この事実を認めて謝罪せよ。

脱退を強要するな」との旨発言した。これに対してＢ４営業部長らは「今日の団体交渉

については、組合があらかじめ同意していた」、「分会員に対する脱退強要を行っている

との事実については知らない」、「とにかく法律は守ります」との発言を繰り返すのみで

あったために団体交渉は紛糾した。午後７時ごろ、Ａ２書記長は「大成化工の茨木工場

には、会議ができる広い部屋がある。そこで団体交渉を行えば、時間、出席者等も制限

されることなく、双方納得できるまで話合うことができる。今すぐ大成化工の茨木工場

へ戻ろう」との旨発言し、他の組合側交渉員とともに一階に降り、ロビーで待機してい

た支援の労働者に団体交渉の状況を説明した。すると支援の労働者はＡ２書記長らとと

もに、４階の会議室に入り「大成化工ら３社は、労会員に対する脱退強要等の不当労働

行為をやめよ」と約２時間にわたり抗議を続けた。会館の閉館時間である午後９時に、

労使双方とも一階のロビーに降りた。そこでもＡ２書記長はＢ４営業部長に「今後不当

労働行為をしないと約束してくれ」と迫ったが、Ｂ４営業部長はそれには取り合わず、

Ａ２書記長を振り切って、Ｂ６総務部長が手配したタクシーの後部座席に乗り込んだ。

Ａ２書記長はタクシーの中でＢ４営業部長との話合いを続けようとして、タクシーに同

乗しようとしたが、Ｂ４営業部長にタクシーに乗るのを遮られた。その時、分会長のＡ３

らはＢ４営業部長らとの話合いを続けるため、タクシーの発車を阻止しようとして、タ
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クシー前部に立ちはだかったため労使間にいさかいが生じ、Ｂ６総務部長が転倒し、救

急車で病院に運ばれた。 

３ 本件団体交渉拒否について 

⑴ ６月９日組合は５月30日付け要求書記載事項について大成化工ら３社を名あて人とす

る文書を大成化工及び大成特殊硝子の代表取締役であるＢ１あてに内容証明郵便をもっ

て送付し、団体交渉を申し入れた。これに対して大成化工代表取締役Ｂ１名をもって「６

月７日Ｂ６総務部長が組合員から暴行を受け、負傷させられるという事件が起きた。組

合がこの事件について謝罪し、二度とかかる不祥事を繰り返さないとの誓約をしない限

り、団体交渉には応じられない」旨の回答がなされた。 

⑵ その後も組合は、大成化工ら３社に再三再四団体交渉を申し入れたが、大成化工は、

上記と同趣旨の回答を繰り返し、本件再審査審問終結時に至るまでの間組合が申し入れ

た団体交渉に応じていない。 

第２ 当委員会の判断 

  大成化工ら３社は、組合が昭和58年６月９日に申し入れた同年５月30日付け要求書記載事

項についての団体交渉に大成化工ら３社が応じなかったことを不当労働行為であると判断し

た初審命令を不服として再審査を申し立て、その応じないことには正当な理由があると主張

する。すなわち、大成化工が組合との団体交渉に応じないのは、組合が６月７日のＢ６総務

部長に対する暴行傷害事件について謝罪し、二度とかかる不祥事を繰り返さないと誓約しな

かったからである。また、大成特殊チューブ及び大成特殊硝子は、本件団体交渉拒否事件に

は全く関係がないので、この２社に対する初審命令は無条件で取り消されるべきであると主

張する。 

１ 前記第１の２の⑶認定のとおり、団体交渉を打ち切り会社側団体交渉員のＢ６総務部長

らが交渉会場を引きあげ、タクシーに乗りこもうとした際、組合員らが大成化工茨木工場

で団体交渉を継続しようと主張してタクシー前部に立ちはだかったため、労使間にいさか

いが生じ、その時Ｂ６総務部長が転倒し、救急車で病院に運ばれた。当初大成化工ら３社

はＢ６総務部長の転倒は、Ａ３分会長の暴行によるものであると主張し、組合に対して謝

罪を求め、かつ、初審においてもＡ３分会長がＢ６総務部長に対して暴行を加えたのを目

撃したとＣ１証人は証言している。にもかかわらず、当審において、大成化工は、Ｂ６総

務部長に対して暴行を加えたのは支援のＡ組合員であったと上記主張をひるがえしている

のである。Ｂ６総務部長の転倒がいかなる原因によるものであるか、誰によってなされた

か必ずしも明確ではなかったのに大成化工ら３社は、当初Ａ３分会長、その後支援のＡ組

合員の暴行によるものであると主張し、組合に謝罪を求めている。このように大成化工ら

３社は、その事実関係が必ずしも明確ではないにもかかわらず、組合に謝罪を求め組合が

謝罪しない限り一切の団体交渉にあくまでも応じないとするかたくなな態度をとっている

ことからみて、大成化工ら３社のかかる態度は、組合が謝罪しないことに藉口して正当な

理由なく組合との団体交渉を拒否しているものと認めざるを得ない。 

２ 次に、大成特殊チューブ及び大成特殊硝子の主張についてみると、組合の下部組織たる

大成分会は前記第１の１の⑸認定のとおり、大成化工ら３社の従業員により結成されてい

るのであるから大成化工ら３社が大成分会の組合員の使用者と認めるのが相当であること、

組合は、前記第１の２の⑴及び３の⑴認定のとおり、昭和58年５月30日付け要求書記載事
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項について団体交渉を大成化工ら３社を名あて人とする文書をＢ１に送付して申し入れて

おり、しかもその団体交渉を受けて大成化工ら３社は、前記第１の１の⑷及び２の⑶認定

のとおり、各社の代表と目される人物を団体交渉員として出席させている。したがって、

大成特殊チューブ及び大成特殊硝子が、組合から団体交渉の申し入れを受けたこともなく、

本件団体交渉拒否事件には全く関係がないとする主張は失当であり、採用できない。 

  以上のとおり、大成化工ら３社の団体交渉拒否には正当な理由が認められず、また、大成

特殊チューブ及び大成特殊硝子が本件団体交渉拒否に関係がないとはいえないのであるから、

大成化工ら３社の本件団体交渉拒否を労働組合法第７条第２号に該当する不当労働行為と判

断した初審判断は結果において相当であり、本件再審査申立てには理由がない。 

  よって、労働組合法第25条及び第27条並びに労働委員会規則第55条の規定に基づき、主文

のとおり命令する。 

 

 昭和59年10月17日 

     中央労働委員会 

      会長 平 田 冨太郎 


